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病
の
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延
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移
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を
禁
止
す
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区
域
の
指
定
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路
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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
三
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
を

担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
四
年
十
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

名
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地

有
限
会
社
フ
ロ
イ
ン
ト
塩
部
薬
局

甲
府
市
塩
部
四
丁
目
十
四
番
一
号

み
ど
り
薬
局
玉
穂
店

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
若
宮
二
十
七
番
地
六

茜
調
剤
薬
局

東
八
代
郡
石
和
町
四
日
市
場
千
七
百
九
十
二
番
地
一

山
梨
県
告
示
第
四
百
四
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た

医
療
機
関
は
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
。

平
成
十
四
年
十
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

名
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
　
地

有
限
会
社
フ
ロ
イ
ン
ト
塩
部
薬
局

甲
府
市
塩
部
四
丁
目
十
一
番
七
号

山
梨
県
告
示
第
四
百
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
の
発
生
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
四
年
十
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

家
畜
伝
染

家
畜
の

患
畜
又
は
疑
似

発
生

発
　
生
　
場
　
所

発
　
生
　
年
　
月
　
日

病
の
種
類

種
類

患
畜
の
区
分

群
数

腐
蛆そ

病

み
つ
ば

患
畜

六
〇

南
都
留
郡
山
中
湖
平
成
十
四
年
九
月
二
十
五

ち

村
山
中

日

山
梨
県
告
示
第
四
百
六
号

山
梨
県
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
防
止
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
二
号
）

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
腐
蛆そ

病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
み
つ
ば
ち
等
の
移
動
を
禁

止
す
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
指
定
区
域

南
都
留
郡
山
中
湖
村
大
字
山
中
字
外
久
根
及
び
字
土
手
内
の
全
部
並
び
に
大
字
山
中
字
築
地
鼻
及

び
字
堂
之
前
の
一
部

二
　
指
定
家
畜
の
種
類

指
定
区
域
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
み
つ
ば
ち

三
　
指
定
の
概
要
等

指
定
期
間
　
平
成
十
四
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
当
分
の
間

指
定
家
畜
及
び
腐
蛆そ

病
の
病
原
体
を
広
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
品
は
、
東
部
家
畜
保
健
衛
生
所
長

の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
指
定
区
域
内
で
の
移
動
又
は
当
該
区
域
外
へ
の
移
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

山
梨
県
告
示
第
四
百
七
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
を
指
定
し
た
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
二
十
六
号
　
　
平
成
十
四
年
十
月
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
三
七

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年十

月
七
日

第
千
三
百
二
十
六
号

月　曜　日

、
、

、
、

、
、



平
成
十
四
年
十
月
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

種
類

一
般
国

四
一
一
号

東
八
代
郡
石
和
町
大
字
八
田
字
塚
の
越
五
四
八
番
地
先
か
ら
東
八
代
郡

道

石
和
町
大
字
市
部
字
上
屋
敷
五
三
五
番
の
五
地
先
ま
で
の
下
り
線

東
八
代
郡
石
和
町
大
字
市
部
字
鵜
飼
一
〇
〇
一
番
地
先
か
ら
東
八
代
郡

石
和
町
大
字
市
部
字
廣
岡
一
一
五
三
番
地
先
ま
で
の
上
り
線

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
二
十
六
号
　
　
平
成
十
四
年
十
月
七
日

五
三
八


